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第１章 まちづくりの方針 

１ まちづくりの基本理念 

人口減少・少子高齢化が進行する中で、持続可能な都市を形成するためには、経

済面・財政面の持続可能性を向上させながら、将来にわたって高齢者に移行してい

く世代や蒲郡市を担う子どもなど、誰もが住み慣れた地域で、安全・快適に生活で

きるまちづくりが必要です。 

蒲郡市は、鉄道駅周辺に人口や都市機能が概ね集積しているコンパクトなまちが

これまでに形成され、今後のまちづくりの素地ができています。こうした本市の強

みを活かし、将来にわたり持続可能な都市を形成することを目指し、今後の各種取

組みの推進にあたっての基本的な考え方となる、まちづくりの基本理念を以下のと

おり掲げます。 

 

（まちづくりの基本理念） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 将来都市像 

まちづくりの基本理念に基づき、様々な関係者が連携した取組により、以下に示

すまちの実現を目指します。 

 

（将来都市像） 

 

 

 

 

 

 

住み慣れた蒲郡を時代の変化に対応しながら 

次世代へつなぐまちづくり 

多世代が健康で安心して暮らせるまち 

○鉄道駅やその周辺の市街地において魅⼒的な都市環境を維持及び創出

し、緩やかではあるが自ずと都市機能や居住が集まる持続可能なまち

づくりを推進します。 

○人口減少・少子高齢化の情勢下でも、様々な都市活動や、多様な地域

性のある居住地での生活を支え続けるまちづくりを推進します。 

○次世代を担うこどもたちを安心して育てることができるまち 

○⾼齢者が可能な限り⾃⽴し豊かに⽣活できるまち 

○若い世代により活気のあるまち 
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３ まちづくりの基本方針 

将来都市像を実現するため、まちの骨格となる拠点や公共交通、居住地の形成の

観点から、以下に示す基本方針に基づき、まちづくりを推進します。 

  

２）多様な主体の連携による持続性の高い公共交通体系の形成 

１）コンパクトなまちを活かした、歩いて便利に⽣活できる拠点の形成 

○都市間や市内の都市機能が集積する地域間を連絡する鉄道を維持していき

ます。 

○駅周辺の都市機能や居住の⽴地を促進しながら、郊外に居住する⾼齢者を

含めた市⺠の移動⼿段を確保していくため、効率性に配慮しながら市⺠ニ

ーズを踏まえた交通サービスの組合せによる公共交通体系を形成します。 

３）安全・快適で、人と人とのふれあいのある居住地の形成 

○蒲郡駅周辺は、市⺠が利⽤する基幹的な施設が⽴地する『まちの核』とし

て都市機能を確保します。 

○各地域で日常生活に必要な都市機能を便利に利⽤できるよう、人口減少が

進⾏する中にあっても、各鉄道駅周辺において都市機能を確保します。 

○災害に対して安全で、工業や観光産業との調和を図りながら、快適に生活

できる居住地を確保します。 

○市⺠ニーズに対応した公共施設の再編を⾏いながら、健康づくりや⽂化活

動、集会、スポーツなど、地域住⺠の様々な⽣涯学習や交流活動の場を確

保します。 

○郊外の居住地であっても、子育てや高齢者支援に係る一定のサービスを実

施し、地域コミュニティの醸成により、様々な人が支え合いながら安心し

て生活できる居住環境を確保します。 
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４ 将来都市構造 

まちづくりの基本方針を踏まえ、以下に示す拠点や公共交通軸を位置づけること

で「鉄道駅周辺のまちがつながるコンパクトな都市構造」を目指し、誰もが住みや

すい居住地の形成を図ります。 

    

■拠点 

○現在の地域圏や都市機能施設の⽴地状況を踏まえ、市内の全ての駅周辺に拠

点（都市機能誘導区域）を位置づけます。 

・中心拠点：本市の基幹的な都市機能の集積を図る拠点として蒲郡駅周辺に位

置づけます。 

・地域拠点：各地域での生活において必要な生活機能を確保する拠点として各

駅周辺に位置づけます。 

 

 

■公共交通軸 

○既存の公共交通を有効活用した公共交通軸を位置づけます。 

・鉄道軸   ：本市の公共交通の軸として、ＪＲ東海道本線と名鉄蒲郡線を

位置づけます。 

・幹線的バス軸：鉄道軸を補完し、拠点間や市街地の移動を⽀える路線バスを

位置づけます。 

・支線的交通 ：公共交通空白地域の移動の足となるコミュニティバス等を位

置づけます。 

 

 

■居住地 

○現在の地域コミュニティが存続できるよう配慮しつつ、拠点周辺の人口が集

積した地域や都市基盤が整った地域で、公共交通軸や都市機能施設が利⽤し

やすい居住地（居住誘導区域）の形成を図ります。 

 

  



第１章 まちづくりの方針 

1-4 

 

（将来都市構造図） 

 


